
令和６年度 第８回半田市 eモニター調査 

 

●JR半田駅前のまちづくりに関する調査結果（市街地整備課） 

・目的： JR半田駅周辺エリアのニーズを把握し、JR半田駅前の整備の参考とするため。 

・実施期間：令和６年１１月５日(火)～令和６年１１月１９日(火) 

・回答数：２６４件（eモニター登録者数：２９９人） 

 

 

半田駅周辺エリアの画像 

 

  



 

№１ あなたは、JR 半田駅やその周辺エリアにどのくらいの頻度で訪れますか（駅や周辺

施設を利用しますか）  

１．ほぼ毎日利用する ２．週に１，２回利用する ３．月に１，２回利用する 

４．年に数回程度利用する ５．ほとんど利用しない 

 

 

 

 

№２ あなたが、JR半田駅やその周辺エリアに訪れる主な理由は何ですか ※複数回答可  

１．通勤・通学で鉄道（JR武豊線）を利用する  

２．旅行や市外に出かけるときに鉄道（JR武豊線）を利用する 

３．家族などが鉄道（JR武豊線）を利用するときの送迎をする 

４．買い物・飲食で駅周辺の店や施設を利用する 

５．遊び・習い事で駅周辺の店や施設を利用する 

６．イベントや行事に参加する 

７．その他 

 

  



 

№３ あなたが、主に JR半田駅やその周辺エリアに訪れるのはいつですか  

１．平日のみ利用する ２．土日のみ利用する ３．曜日に関係なく利用する ４．その他 

 

 

 

№４ あなたが、JR半田駅やその周辺エリアを訪れるときの移動手段は何ですか  

   ※複数回答可  

１．徒歩 ２．自転車 ３．バイク ４．レンタサイクル ５．自動車（自分で運転） 

６．自動車（送迎） ７．バス ８．タクシー ９．電車 １０．その他 

 

 

  



 

№５ あなたは、【これからの】JR半田駅周辺エリアがどのようなエリアになると良いと思

いますか。 ※複数回答可  

１．誰もが気軽に集まることのできる賑わいのあるエリア 

２．イベントなど様々な主体が活動を行えるエリア 

３．買い物や飲食を楽しむことができるエリア 

４．レジャーや娯楽を楽しむことができるエリア 

５．ゆっくりとした時間を過ごすことができるエリア 

６．子ども連れが楽しむことができるエリア 

７．住環境が整った暮らしやすいエリア 

８．新しいビジネスが生まれるエリア 

９．半田市の顔となる街並みや景観が整ったエリア 

１０．半田市外からも多くの人が訪れるエリア 

１１．その他 

 

 

  



 

№６ あなたは、№５で回答したエリアにしていくため、どのような機能やサービスが必要

だと思いますか  ※施設は３つ以上お選びください。（該当の施設を選択すると具体

的な選択肢が表示されます ※複数回答可）   

１．商業施設 ２．観光交流施設 ３．交通施設 ４．教育施設 ５．産業施設 

６．健康・スポーツ施設 ７．芸術文化施設 ８．子育て・福祉施設 ９．生活施設 

１０．公共施設 １１．その他 

  

 

 

以下、№６の項目ごとの内訳 

№６－１ 商業施設  

１．レストラン・定食屋 ２．和菓子・洋菓子屋 ３．居酒屋・バー ４．カフェ 

５．小売業（雑貨屋等） ６．コンビニエンスストア ７．スーパーマーケット 

８．サービス業（美容院等） ９．娯楽施設 

 

 

  



 

№６－２ 観光交流施設  

１．宿泊施設（ホテル・ゲストハウス） ２．観光案内所・情報発信 

３．地域産品を販売する産直市場 ４．アンテナショップ ５．展示・交流・体験施設 

６．コンベンション施設（貸館・貸会議室） 

 

 

 

№６－３ 交通施設  

１．駐車場 ２．駐輪場 ３．駅周辺と市内の主要地点を結ぶ便利なバス路線 

４．レンタサイクル ５．歩きやすい歩道・緑道 

 

  



 

№６－４ 教育施設  

１．図書館・分館 ２．自習室（学習スペース・ルーム）  

３．専門学校・大学のサテライトキャンパス ４．学習塾 

 

 

№６－５ 産業施設  

１．企業等のオフィス・事務所 ２．研究施設 ３．シェアオフィス  

４．コワーキング施設 

 

  



 

№６－６ 健康・スポーツ施設  

１．健康広場 ２．ジム・フィットネス施設 ３．温浴施設 

４．都市型スポーツ広場（スケボーパーク、ボルダリング等） 

５．病院・クリニックモール 

 

 

№６－７ 芸術文化施設  

１．展示ギャラリー ２．多目的スペース ３．スタジオ ４．野外ステージ 

 

  



 

№６－８ 子育て・福祉施設  

１．保育園・幼稚園 ２．子どもが遊べる施設 ３．親子が集い、交流・相談ができる施設 

４．高齢者が集い、交流・相談ができる施設 

 

 

№６－９ 生活施設  

１．行政窓口 ２．市民活動・地域活動で利用できるコミュニティスペース 

３．居住施設（マンション・アパート等） ４．シェアハウス  

５．防災施設（一時避難施設・防災倉庫等） 

 

  



 

№６－１０ 公共施設  

１．広場・公園 ２．ベンチ・休憩施設 ３．公衆トイレ 

 


